
庁名

500円 270円 110円 100円 85円 50円 20円 10円 5円

民事訴訟 通常訴訟 8 25 10 10 7050円
7000円（※郵送費用を現金納付又
は電子納付する場合。郵便切手で納
付する際は不要。）

※左記の基本料金は、当事者数が２名までの額
当事者が１名増すごとに１２２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚

※現金納付する場合には、振込用紙及び保管金
提出書で振り込みをしていただく必要がありま
す。同書面の郵送を希望する場合には、郵便切
手１１０円を貼付した返信用封筒を添付して訴状
等と一緒に提出してください。

民事調停 民事調停 6 660円

担保不動産競売申立て
（本庁のみ取扱い）

0円

【先行事件がない場合】
不動産の個数（筆）
１～３（筆）：５０万円
４～５　　　　 ：５５万円
６～７　　　　 ：６０万円
８～９　　　　 ：６５万円
10～11　　：７０万円
12～13  　：７５万円
14～15　　：８０万円
以降２筆までごとに５万円を加算
※二重開始事件は原則として３０万
円です。ただし、先行事件に含まれて
いない物件があるときは上記のとお
りです。

※紙媒体による申立てで現金納付する場合に
は、振込用紙及び保管金提出書で振り込みをし
ていただく必要があります。同書面の郵送を希望
する場合には、郵便切手１１０円を貼付した返信
用封筒を添付して申立書と一緒に提出してくだ
さい。

強制競売申立て
（本庁のみ取扱い）

0円

【先行事件がない場合】
不動産の個数（筆）
１～３（筆）：５０万円
４～５　　　　 ：５５万円
６～７　　　　 ：６０万円
８～９　　　　 ：６５万円
10～11　　：７０万円
12～13  　：７５万円
14～15　　：８０万円
以降２筆までごとに５万円を加算
※二重開始事件は原則として３０万
円です。ただし、先行事件に含まれて
いない物件があるときは上記のとお
りです。

※紙媒体による申立てで現金納付する場合に
は、振込用紙及び保管金提出書で振り込みをし
ていただく必要があります。同書面の郵送を希望
する場合には、郵便切手１１０円を貼付した返信
用封筒を添付して申立書と一緒に提出してくだ
さい。

自動車競売申立て
（本庁のみ取扱い）

0円 自動車１台につき１０万円

※紙媒体による申立てで現金納付する場合に
は、振込用紙及び保管金提出書で振り込みをし
ていただく必要があります。同書面の郵送を希望
する場合には、郵便切手１１０円を貼付した返信
用封筒を添付して申立書と一緒に提出してくだ
さい。

債務名義に基づく債権差押え
（陳述催告あり）

5 1 3 1 1 1 3210円

【申立書に執行費用として計上できる額　：３２１
０円（内訳）第三債務者送達費用１２９０円、陳述
書送付費用５９０円、債務者送達費用１２２０円、
債権者通知費用１１０円】
※転付命令を同時に申し立てる場合も左記と同
様の組合せ
●債務者が１名増えるごとに加算する郵便切手
１２２０円
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚
●第三債務者が１名増えるごとに加算する郵便
切手１８８０円
（内訳）５００円×３枚、２７０円×１枚、８５円×１
枚、２０円×１枚、５円×１枚

債務名義に基づく債権差押え
（陳述催告なし）

4 1 3 1 2620円

【申立書に執行費用として計上できる額：２６２０
円（内訳）第三債務者送達費用１２９０円、債務
者送達費用１２２０円、債権者通知費用１１０円】
※転付命令を同時に申し立てる場合も左記と同
様の組合せ
●債務者が１名増えるごとに加算する郵便切手
１２２０円
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚
●第三債務者が１名増えるごとに加算する郵便
切手１２９０円
（内訳）５００円×２枚、２７０円×１枚、２０円×１枚

養育費等に基づく債権差押え 5 1 3 1 1 1 3210円

【申立書に執行費用として計上できる額　：３２１
０円（内訳）第三債務者送達費用１２９０円、陳述
書送付費用５９０円、債務者送達費用１２２０円、
債権者通知費用１１０円】
※転付命令を同時に申し立てる場合も左記と同
様の組合せ
●第三債務者が１名増えるごとに加算する郵便
切手１８８０円
（内訳）５００円×３枚、２７０円×１枚、８５円×１
枚、２０円×１枚、５円×１枚

財産開示 8 20 10 10 6800円

情報取得
（本庁に申し立てる場合）

0円
５000円（※本手続においては、予
納金から郵便料を支出します。）

※予納金を現金納付又は電子納付で予納して
いただきますが、現金納付する場合には保管金
提出書及び振込用紙を送付するための費用とし
て郵便切手１１０円を同封してください。
※左記の予納金は第三者が１名の場合の額
第三者が１名増すごとに左記の予納金額に４００
０円を加算した額
※預貯金や株式等の申立ての場合、第三者から
申立人への直送費用として、郵便切手１１０円を
貼付した封筒又は料金受取人払封筒のどちらか
を第三者の人数分同封してください。

高松地方裁判所本庁・管内支部

カテゴリ 申立ての種類
添付郵便切手内訳 郵便切手合

計額

郵便切手及び予納金一覧（令和７年１０月１日～）

予納金 備　考

民事執行



500円 270円 110円 100円 85円 50円 20円 10円 5円
カテゴリ 申立ての種類

添付郵便切手内訳 郵便切手合
計額

予納金 備　考

情報取得
（丸亀支部に申し立てる場合）

2 6 5 9 8 2170円 ２０００円

※左記の基本料金は第三者が１名の場合
第三者が１名増すごとに①②を加算した額
①郵便切手合計額１３６０円分
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚、５０円×２
枚、２０円×２枚
②予納金２０００円

情報取得
(観音寺支部に申し立てる場合）

4 8 5 9 8 3390円 ２０００円

※左記の基本料金は第三者が１名の場合
第三者が１名増すごとに①②を加算した額
①郵便切手１３６０円分
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚、５０円×２
枚、２０円×２枚
②予納金２０００円

債権仮差押
（本庁に申し立てる場合）

5 5 2 3 3210円

※左記の基本料金は、債務者１名、第三債務者
１名(陳述催告あり）の場合の額
債務者が１名増すごとに1220円分を追加
（内訳）500円×２枚、110円×2枚
第三債務者（陳述催告あり）が１名増すごとに
1880分円を追加
（内訳）500円×3枚、110円×2枚、50円×2
枚、20円×3枚

債権仮差押
（管内支部に申し立てる場合） 7 11 1 3 1 4955円

※左記の基本料金は、債務者１名、第三債務者
１名（陳述催告あり）の場合の額
債務者が１名増すごとに１２２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚
第三者債務者（陳述催告あり）が１名増すごとに
１８４０円分を追加
（内訳）５００円×３枚、１１０円×２枚、８５円×１
枚、20円×１枚、１０円×１枚、５円×１枚

不動産仮差押・仮処分（処分禁
止）
（本庁に申し立てる場合）

4 3 2 2 2470円

※左記の基本料金は、債務者１名、登記所（高松
法務局を除く）１か所の場合の額
債務者が１名増すごとに1220円分を追加
（内訳）500円×２枚、110円×2枚
高松法務局を除く登記所が複数ある場合には
1250円×（登記所の数－１）の額を追加
（内訳）500円×2枚、110円×1枚、50円×2
枚、20円×2枚

不動産仮差押・仮処分（処分禁
止）
（丸亀支部に申し立てる場合）

4 8 2880円

※左記の基本料金は、債務者１名、登記所：高松
法務局丸亀支局の場合の額
債務者が１名増すごとに１２２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚
登記所が高松法務局丸亀支局以外の場合は１
１８０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、８５円×２枚、５円×２枚

不動産仮差押・仮処分(処分禁
止）
(観音寺支部に申し立てる場合）

6 8 2 2 4060円

※左記の基本料金は、債務者１名の場合の額
債務者が１名増すごとに１２２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚

不動産仮処分（占有移転禁止）
（本庁に申し立てる場合）

2 2 1220円
※左記の基本料金は、債務者１名の場合の額
債務者が１名増すごとに1220円分を追加
（内訳）500円×2枚、110円×2枚

不動産仮処分（占有移転禁止）
（丸亀支部に申し立てる場合）

6 10 3 3 4190円

※左記の基本料金は、債務者１名、登記所：高松
法務局丸亀支局の場合の額
債務者が１名増すごとに１２２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚
嘱託先が高松法務局丸亀支局以外の場合は１
１８０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、８５円×２枚、５円×２枚

不動産仮処分(占有移転禁止）
(観音寺支部に申し立てる場合） 8 10 2 3 3 2 5370円

※左記の基本料金は、債務者１名の場合の額
債務者が１名増すごとに１２２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚

動産仮差押
(丸亀支部に申し立てる場合） 4 8 2880円

※左記の基本料金は、債務者１名の場合の額
債務者が１名増すごとに１２２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚

保護命令 保護命令 4 9 2 10 3100円

労働審判 労働審判（本庁のみ取扱い） 5 4 7 3 11 5 4060円

控訴提起 8 25 10 10 7050円
※左記の基本料金は、当事者数が２名までの額
当事者が１名増すごとに１２２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×２枚

抗告提起（保護命令を除く当事
者対立構造あり）

4 4 4 4 2560円

※左記の基本料金は、当事者数が２名までの額
当事者が１名増すごとに２５６０円分を追加
（内訳）５００円×４枚、１１０円×４枚、２０円×４
枚、１０円×４枚

抗告提起（保護命令） 4 4 4 4 2560円

抗告提起（当事者対立構造な
し）

2 3 3 3 1420円
※当事者が１名増すごとに１４２０円分を追加
（内訳）５００円×２枚、１１０円×３枚、２０円×３
枚、１０円×３枚

再審 再審 4 4 4 4 2560円

※左記の基本料金は、当事者数が２名までの額
当事者が１名増すごとに２５６０円分を追加
（内訳）５００円×４枚、１１０円×４枚、２０円×４
枚、１０円×４枚

控訴提起
抗告提起

保全

民事執行



高松地方裁判所

第１　予納金
１　管財事件の申立時の予納金(一覧表)

大 規 模 事 案

～１００人 ～２４９人 ２５０人～

自 然 人 法 人 自 然 人 法 人

５０００万円未満 ５３万円

５０００万円以上１億円未満 ７０万円

１億円以上５億円未満 ７０万円 １００万円 ８０万円 １２０万円 １４０万円

５億円以上１０億円未満 １３０万円 １５０万円 １７０万円 ２００万円 ２５０万円

１０億円以上 １５０万円 １７０万円 ２００万円 ２５０万円 ３００万円

２

少額管財事件の予納金 単位（円）

裁判所予納金 引継予納金

法　人 14,786 211,000

自然人 15,499 211,000

法人と代表者の同時申立 30,285 322,000

３　債権の特別調査のための予納金 20,000円

４　同時廃止事件の申立時の予納金 11,859円

第２　予納郵便切手
１　管財事件の申立時の予納郵便切手

１１０円×（債権者数＋債務者数＋２０）組

４０円×（債権者数＋１５）組

２　同時廃止事件の申立時の予納郵便切手

１１０円×（債権者数）組 　ただし、申立人（代理人）が郵送で書面を受領する場合は１１０円×３組を加える。

３　債権の特別調査のための予納郵便切手

１１０円×（届出破産債権者数（特別調査の対象となる届出債権者を含む。）＋２）組

第３　申立手数料
１　破産手続開始の申立

自己破産又は準自己破産の場合 金１０００円

債権者申立の場合 金２万円

２　免責許可の申立 金５００円

３　担保権消滅の許可の申立 金５００円

４　商事留置権消滅の許可の申立 金５００円

  (なお、自然人の場合は、明確に免責許可の申立てをしない意思を表示しない限り、免責許可の申立て手数
料５００円を加算する必要があります。

１５０万円

自然人・法人の区分なし

異なる１市町村につき１０万円加算（ただし、県
外の場合の加算金額は３０万円とする。）

８０万円

１００万円 １２０万円

３３万円 ４３万円 ４３万円

法人とその代表者の同時申立ての場合

夫婦の同時申立ての場合

回収可能性の高い預貯金、保険解約返戻金、供託金が
ある場合（ただし、換価基準内のもの及び自由財産の範
囲の拡張申立てをしているものは除く。）

回収可能性の高い売掛金がある場合

(1)　次の場合には所定の加算又は減額をする。ただし、法人とその代表者及び夫婦の同時申立ての場合の減額を除き、負債
額５０００万円未満の基準額（債権者申立て及び準自己破産の場合には、その加算額を加えた額とする）を下回る減額はできな
い。

※　上記(1)(2)の基準は、事案に応じて変更される場合があります。

～５０人

通 常 事 案

債 権 者 数

１４０円×（債権者数＋１５）組

所有不動産が主たる営業所所在地又は現住居所と異な
る市町村に所在する場合

(2)　上記１の一覧表にかかわらず、少額管財事件として申し立てる場合は、予納金を次のとおりとする。

【令和７年４月１日現在】

◆◆◆破産手続開始申立事件に関する予納金等基準表◆◆◆

それぞれについて算出した額の合計額の２割
を限度として合計額を減額した上、その額を当
初算出額の割合で按分した額（１万円未満四
捨五入）まで減額することができる（法人とその
代表者夫婦の同時申立ての場合も含む。）。

減 額 事 由

回収見込額の７割相当額を限度として減額す
ることができる。

回収見込額の３割相当額を限度として減額す
ることができる。

２００万円

一律５０万円加算債権者申立又は準自己破産の場合

加 算 事 由

１か所につき３０万円加算

明渡し未了の賃借不動産がある場合（ただし、債務者が
自然人の場合の債務者及び債務者の扶養親族の現住
居所は除く。）

１か所につき２０万円加算

従たる営業所がある場合

負債額 廃 止 見 込 み 事 案



【令和６年１０月１日現在】

の手続費用一覧◆◆◆
高松地方裁判所

１　　申立手数料（貼付印紙額）

１０，０００円

２　　民事通常再生予納金（原則基準額とするが、事案に応じて増額する場合もあります）

３　　予納郵券組合せ

１４０円 × （債権者数×２＋１０）組

１１０円 × ３０組

４０円 × （債権者数＋１０）組

　５億円以上～１０億円未満

　１億円以上～５億円未満

　５０００万円以上～１億円未満

　５０００万円未満

１２００万円　５００億円以上～

　２５０億円以上～５００億円未満

　１００億円以上～２５０億円未満

　５０億円以上～１００億円未満

４００万円

５００万円

６００万円

７００万円

８００万円

１０００万円

　１０億円以上～５０億円未満

　　負債総額８０００万円～

６０万円

７０万円

　個人事業者（従業員５名以上）

　個人事業者（従業員４名以下）

　個人（非事業者）

　　負債総額５０００万円未満 ５０万円

　　負債総額５０００万円以上～８０００万円未満

上記基準額

　　負債総額１億円未満 ２００万円

　　負債総額１億円以上 上記基準額一覧表から適宜減額

　個人事業者（従業員なし、親族のみ１名）

１社あたり５０万円～基準額の半額

１人あたり４０万円～８０万円

１００万円

　　※　申立法人の決議前に限る。申立てが決議後になった場合は、適宜増額

　　※　上記の個人が法人に先行して申し立てた場合、後に申し立てられた法人の予納金にて調整

　申立法人の関連法人

　個人（申立法人の代表者、役員、保証人）

◆◆◆民事再生事件

法人の負債総額 基準額

２００万円

３００万円



【令和６年１０月１日現在】

の手続費用一覧◆◆◆

高松地方裁判所

１　　申立手数料（貼付印紙額）

１０，０００円

２　　予納金額

本人申立の場合

（個人再生委員報酬分２０万円を含む）

代理人申立の場合

３　　予納郵券組合せ

１４０円 × （債権者数×２）組

４０円 × （債権者数×１）組

１１０円 × １０組

◆◆◆個人再生事件

　　　２１３，７４４円

１３，７４４円


